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□ 社会保険料の改定（当月分控除の場合）
□ 下期人事異動の発表
□ 制服衣替え、クールビズ終了の準備
□ 秋の防災訓練・防火訓練の実施
□ 新卒内定者向け教育資料の準備

小学校休業等対応助成金
・支援金制度の再開

　新型コロナウイルス感染症に係る小学校等
の臨時休業等により仕事を休まざるをえない
保護者の皆様を支援するため令和 2 年度に実
施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」
制度を再開するとともに、新型コロナウイル
ス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みに
より、労働者が直接申請することを可能とす
る予定であると、厚生労働省から発表されま
した。概要は次のとおりです。

小学校休業等対応助成金・支援金

令和 3 年 8 月 1 日以降 12 月 31 日までに取
得した休暇を対象とする予定です。
小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口

労働局に窓口を設置し、労働者からの「（企業
に）この助成金を利用してもらいたい」等の
ご相談内容に応じて、事業主への小学校休業
等対応助成金の活用の働きかけを行う予定で
す。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付

金の仕組みによる申請

昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労
働者が直接申請できることとする対応も行う
予定です。

詳細については、改めて公表するということ
です。

　パンダ先生、こんにちは。
　弊社では、給与の締め切りは月末、
支給日は当月末日としておりますが、
残業代については集計の都合上、月末
締めの翌月末日支給としております。
　先日、1人の社員から「このやり方
は、労働基準法に定める毎月払いの原
則に違反している」と言われたのです
が、本当でしょうか？

　シロクマ部長、こんにちは。
　ご質問の件ですが、給与の支払につ
いては５原則（通貨払い、直接払い、
全額払い、毎月払い、一定期日払い）
が労働基準法で定められており、その
うちの１つが毎月払いの原則です。
　この原則があるのは、労働の提供と
その対価である給与の支払いまでの間
隔があきすぎると、生活の不安を招く

おそれがあるからです。
　ただ、この原則は、「その月の労働に対してその月に
支払え」と要求しているわけではありません。ですので
締日や支給日が就業規則などで定められているべきこと
は当然ですが、締日を月の途中にしたり、締日から支給
日までの間に、不当でない程度の間隔をあけることは許
されています。したがって、残業時間の集計に時間がか
かる場合、支給日を遅らせるという方法で対処しても問
題はありません。
　今回のケースのように残業代だけを翌月に支給すると
いうのは、基本給等の他の賃金は当月に支払われている
ため、生活不安を招くわけではありません。また、残業
代を不定期に翌月に遅らせているわけでもありません。
したがって、毎月払いの原則には抵触しません。
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